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１－１．都市再生をめぐる課題 ～密集市街地の残存～

密集市街地は全国で約25,000ｈａ存在する。特に、防災上危険な市街地が全国で約8,000ｈａのう
ち東京に2,339ha、大阪に2,295ha存在しており、早急な解消が必要。

密集市街地は全国で約25,000ｈａ存在する。特に、防災上危険な市街地が全国で約8,000ｈａのう
ち東京に2,339ha、大阪に2,295ha存在しており、早急な解消が必要。

【東京】 2,339ha 【大阪】 2,295ha

都市再生プロジェクト（第三次決定（Ｈ１３．１２）） ＜抜粋＞

【「地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地」の分布状況】

（平成15年7月国土交通省調べ）

○密集市街地（東京、大阪各々約6,000ha、全国で約25,000ha）について、特に大火の可能性が高い危険な市街地
（東京、大阪で各々約2,000ha、全国で約8,000ha）を重点地区として、今後10年間で整備

重点的に改善すべき密集市
街地（約8,000ha）のうち、平
成18年3月の時点で約3割に

ついては最低限の安全性を
確保

（Ｈ18年3月国土交通省調査
「重点密集市街地の改善状
況の中間集計」）
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１－２．都市再生をめぐる課題 ～地方の中心市街地の衰退～

地方都市の商店街では、居住人口や各種商業施設の減少傾向が継続しており、都市の顔たる中心
市街地において土地利用密度が低下し、まちの活気がなくなっている。

地方都市の商店街では、居住人口や各種商業施設の減少傾向が継続しており、都市の顔たる中心
市街地において土地利用密度が低下し、まちの活気がなくなっている。

【都市人口規模別の中心部（3km×3km）の人口の推移（平均）】

※三大都市圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県）以外の地域における人口２０万人以上の都市（政令指定都市
を除く）を対象として国勢調査を集計

（市全体に対する割合）

【中心市街地における空家・空店舗等の面積推移】

・日立市、本庄市、木更津市、甲府市、高山市、犬山市、直方市へのヒアリング等をもとに平
成２年から平成12年までの１０年間の低・未利用地の変遷状況を把握
・「中心市街地」：各地区における区域を土地・水資源局にて20ha前後に絞り込んだ区域

・「低・未利用地」：更地、遊休化した工場、駐車場など、有効に利用されていない土地
出典：低・未利用地の利用状況の変遷に関する経年的実態調査（平成12年度、国土交通省

土地・水資源局）

空き地の増加 人通りのまばらな商店街 増え続ける商店街の空店舗
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１－３．都市再生をめぐる課題 ～大地震に対する脆弱性～

首都直下地震、東南海・南海地震被害想定によれば、震度６弱以上の区域が県域を越え広域に拡大。
死者数数千人～１万３０００人。

首都直下地震、東南海・南海地震被害想定によれば、震度６弱以上の区域が県域を越え広域に拡大。
死者数数千人～１万３０００人。

首都直下地震による被害想定首都直下地震による被害想定 東南海・南海地震による被害想定東南海・南海地震による被害想定

【東京湾北部地震（Ｍ７．３）の震度分布】 【東南海・南海地震の震度分布図】

○死傷者数：１３，０００人

○建物全壊棟数・火災焼失棟数：約８５万棟

○経済被害：約１１２兆円

※種々の前提条件に基づくシミュレーションの内最大の数値を記載

○死傷者数：１７，８００人

○建物全壊棟数・火災焼失棟数：約６３万棟

○経済被害：約５７兆円

※種々の前提条件に基づくシミュレーションの内最大の数値を記載

内閣府ＨＰより 内閣府ＨＰより
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１－４．都市再生をめぐる課題 ～都市防災軸の未整備～

都市計画決定された幹線道路の改良率は、全国平均で５６％（東京都区部でも58.5%）に過ぎず、避難路・
延焼防止等に資する防災軸が未整備。

都市計画決定された幹線道路の改良率は、全国平均で５６％（東京都区部でも58.5%）に過ぎず、避難路・
延焼防止等に資する防災軸が未整備。

【都市計画道路のうち幹線街路の改良状況】 【東京都の主要な幹線道路網の整備状況】

出典：都市計画年報
東京都ＨＰより

国土交通省作成
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１－５．都市再生をめぐる課題 ～交通結節点の未整備～

・乗降人員５０００人以上の駅における駅前広場の整備率は約２割に留まっている（うち都市計画決定済み
の駅前広場の整備率は約５割）

・乗降人員５０００人以上の駅における駅前広場の整備率は約２割に留まっている（うち都市計画決定済み
の駅前広場の整備率は約５割）

・交通結節点は異なる交通手段（場合においては同じ交通手段）を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設
・交通結節点の整備にあたっては、複数の鉄道事業者、バス事業者、都道府県、市区町村等の輻輳した関
係者調整が困難
・交通結節点の具体的な施設としては、鉄道駅、バスターミナル、自由通路や階段、駅前広場やバス交通
広場、歩道等

・交通結節点は異なる交通手段（場合においては同じ交通手段）を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設
・交通結節点の整備にあたっては、複数の鉄道事業者、バス事業者、都道府県、市区町村等の輻輳した関
係者調整が困難
・交通結節点の具体的な施設としては、鉄道駅、バスターミナル、自由通路や階段、駅前広場やバス交通
広場、歩道等
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１－６．都市再生をめぐる課題 ～地方公共団体まちづくり技術者の欠乏～

・地方自治体には、都市再生のための基礎的な手法である土地区画整理事業についても、市区で４割
しか事業を実施しておらず、まちづくりに対する技術能力が不足。
・行政等においても、経験豊かな団塊世代の大量退職による技術者の不足やまちづくり技術の喪失が
顕在化しつつあるところであり、適切な対応が必要。

・地方自治体には、都市再生のための基礎的な手法である土地区画整理事業についても、市区で４割
しか事業を実施しておらず、まちづくりに対する技術能力が不足。
・行政等においても、経験豊かな団塊世代の大量退職による技術者の不足やまちづくり技術の喪失が
顕在化しつつあるところであり、適切な対応が必要。

市・区・町村別区画整理事業実施地区数（平成１８年度）

○ 区 ４ ／ ２３ （１７．４％）

○ 市 ３２０ ／ ７８２ （４０．９％）

○ 町村 ６３ ／ １０２２ （ ６．２％）

○ 計 ３８７ ／ １８２７ （２１．２％）

区画整理年報１９年度より
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１－７．都市再生をめぐる課題 ～大都市における国際競争力の低下～

日本の大都市は、金融のグローバル化等の中で、その国際的な地位を維持できている状況ではない日本の大都市は、金融のグローバル化等の中で、その国際的な地位を維持できている状況ではない

【株式市場の上場外国会社数】

【三大金融センターの株式売買代金シェア】

【都市別に見た国際会議開催件数（２００５年）】

１９９１年には８４件で、世界１４位であったが、２００５年は件
数も減り、順位も２５位に低迷

２００１年には１０％を切るシェアまで低下。２００６年は徐々に回復してい
るものの依然低いシェアに留まっている

１９９０年は東京の方がニューヨークに勝っていたが、それ以降は逆転し、
現在では非常に大きな差となっている

都市再生本部ＨＰより

都市再生本部ＨＰより

都市再生本部ＨＰより
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○ 解決を図るべき都市の課題に関する具
体的な行動計画

○ 関係省庁、地方公共団体、関係民間主
体等が参加・連携し総力を挙げ て取り
組む

○ 各課題に応じて必要な手法・手段を活
用（実現手段の限定なし）

○ これまでに23プロジェクトを決定・推進
（第1次決定13年6月～ 第13次決定
19年6月）

※最新のプロジェクト決定（19年6月19日）
「国際金融拠点機能の強化に向けた都市再
生の推進」

全国都市再生モデル調査（15年度～）
○地域の知恵とチャレンジに対する支援
15年度：171件、16年度：162件、
17年度：156件、18年度：159件、
19年度：157件計：805件

「まちづくり交付金」創設（16年度）
○都市再生特別措置法改正、都市再生
基本方針改定

16年度新規355地区
17年度新規385地区
18年度新規362地区
19年度新規253地区

20年度新規163地区
計1518地区

（本部長：内閣総理大臣、構成員：全閣僚） 13年5月8日設置（閣議決定）
※都市再生特別措置法により法律に位置付け（14年6月1日）

（本部長：内閣総理大臣、構成員：全閣僚） 13年5月8日設置（閣議決定）
※都市再生特別措置法により法律に位置付け（14年6月1日）

都市再生本部都市再生本部

２．都市再生の動き ～「国際競争力の強化」→「稚内から石垣まで」～

近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものと
なっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図る

近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものと
なっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図る

都市再生とは都市再生とは

都市再生プロジェクトの推進
（Ｈ１３年６月～）

都市再生プロジェクトの推進
（Ｈ１３年６月～）

民間都市開発投資促進のための緊急措置
（13年8月本部決定）

都市再生緊急整備地域
○地方公共団体の申し出に基づき国が指定
○65地域（約6,612ha）
（第1次指定14年7月～ 第6次指定19年2月）
※最新の指定： 第6次指定

浜松駅周辺地域（40ha）
難波・湊町地域（31ha→36ha）

民間都市開発投資の促進
（Ｈ１３年８月本部決定）

民間都市開発投資の促進
（Ｈ１３年８月本部決定）

全国都市再生の推進
～稚内から石垣まで～
（Ｈ14年4月本部決定）

全国都市再生の推進
～稚内から石垣まで～
（Ｈ14年4月本部決定）

都市再生特別措置法の制定
（14年6月1日施行）
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３－１．都市再生事業の制度的な枠組み ～まちづくり実現化に向けた計画策定等 ～

都市再生事業の実施には、その条件整備として、輻輳する関係権利者や事業者間の調整などのコーディネート
や、基本計画・事業計画等の計画策定が必要

都市再生事業の実施には、その条件整備として、輻輳する関係権利者や事業者間の調整などのコーディネート
や、基本計画・事業計画等の計画策定が必要

○具体的な取組例＜中野駅周辺＞

ＪＲ中野駅周辺のまちづくり

東京23区内における新たな清掃工場の建設中止が決定（特別

区長会）土地利用転換計画案の見直し開始

Ｈ13.6 清掃工場の建設を中心とした「警察大学校等移転跡地土地利
用転換計画案」を策定（東京都・中野区・杉並区）

Ｈ15.7

Ｈ17.5 「中野駅周辺まちづくり計画」策定（中野区）

Ｈ18.3 国有財産関東地方審議会より答申、警察大学校等跡地処分方
針決定

→単に関係者間の調整役にとどまらず、都市基盤整備手法にも精通

→大規模土地利用転換から密集市街地整備まで
様々なまちづくり係る事業経験

→市街地再開発事業等の施行経験に基づく、
地権者等の共同化への誘導・調整能力

【求められる能力・性格】

→特定の地権者に偏らない公平性・中立性

【中野区の現状】
○木造密集地域の改善、学校再編に伴う跡地活用、国家公務員
宿舎跡地等を活かしたまちづくり等課題は山積

○まちづくりに係るノウハウ・人材が不足

→公共施設管理者や交通管理者、鉄道事業者等との調整能力

【経緯】

都市再生機構による技術的支援

中野駅地区

・整備構想案の作成

・整備構想等の検討の場の運営等

・整備構想案の具体化のための検討

その他個別地区

・まちづくり意向把握

・地元意見交換等運営支援

・地区整備計画案の作成

警察大学校等跡地

・開発協議会等運営支援

・事業者間の調整

・地区計画変更手続き支援

・景観、環境負荷低減等の指針検討

全体

・各地区の連携や整合を図る総合調整

・中野駅周辺のまちづくりグランドデザインの深度化

具体的なコーディネートの内容

文教ゾーン

病院 公共公益ゾーン

業・商・住ゾーン

公園ゾーン
ｻﾝﾓｰﾙ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞ
ｳｪｲ地区

商・業・住ゾーン

商・業・住ゾーン

業・商・住ゾーン
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全員同意２／３以上不要不要権利者同意

1500万1500万2000万2000万特別控除※

－－必須必須都市計画決定

個人組合県・市ＵＲ施行者

非都市計画事業とし
て行う場合は不要必要必要必要都市計画決定

全員同意２／３以上不要不要権利者同意

1500万※２1500万※12000万2000万特別控除※１

個人組合県・市ＵＲ施行者

３－２．都市再生事業の制度的な枠組み ～法的強制力を持つ事業～

土地区画整理事業土地区画整理事業 市街地再開発事業市街地再開発事業

土地区画整理法に基づき、道路・公園、河川等の公共施設を整理・改
善し、土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図る

都市再開発法に基づき、細分化された敷地の統合、不燃・共同化された建築
物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、土地
の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る

密集市街地の改善・不燃化促進、高度
利用等により、安全で安心、かつ活気
あふれる墨田区北部広域拠点を整備

《従 後》

商業施設棟
＜民間大型商業施設等＞

住宅Ｓ棟
＜権利者住宅・ＵＲ賃貸等＞

住宅Ｎ棟
＜権利者住宅・民間分譲住宅等＞

○曳舟駅前地区（墨田区）○ＪＲ尼崎駅北・あまがさき緑遊新都心地区

○土地区画整理事業区域

○大企業から個人までの幅広い層の権利者の調整を行う

○地区幹線道路や駅前広場等の公共施設を整備

○商業施設・業務施設・住宅の用途に適した敷地整備

※１ 土地等を譲渡する場合の税の特別控除上限額 ※２ 市街地再開発促進地区内に限る※ 土地等を譲渡する場合の税の特別控除上限額

○ＪＲ尼崎駅北第二地区
（再開発）

○ＪＲ尼崎駅北第一地区
（再開発）

ＪＲ尼崎駅

ＪＲ東海道本線

ＪＲ福知山線

尼崎駅前１号線

商業業務計複合施設

文化・交流・居住系複合施設

居住系施設

都市サービス業務系施設

産業・情報系施設

鉄道関連施設

公園・緑地

河川・水道

鉄道軌道

《従 前》
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３－３．都市再生事業の制度的な枠組み ～都市施設を整備する事業 ～

公共施設整備事業公共施設整備事業

機構施行の事業に伴って必要となる地区外の根幹的な公共施設
である道路、公園、下水道、河川等（特定公共施設）を管理者（地
方公共団体）の同意の上で機構が整備

災害に対し脆弱な構造となっている大都市地域等の既成市街地において、
防災機能の強化を図ることを目的として、地方公共団体の要請に基づき、
工場跡地等を機動的に取得するとともに、防災公園と周辺市街地の整備
改善とを一体的に実施

防災公園街区整備事業防災公園街区整備事業

整備後（H１９．３撮影）整備前（H１３．８撮影）

○都市計画道路補助２０９号線（三軒茶屋）整備

住宅市街地総合整備事業
（三軒茶屋地区）

○大洲一丁目地区（千葉県市川市）

防災公園

整備前

整備後
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３－４．都市再生事業の制度的な枠組み ～予算の枠組みに基づく事業～

住宅市街地総合整備事業住宅市街地総合整備事業
快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、
密集市街地の整備改善、街なか居住の推進等を図るため、住宅等の
整備、公共施設の整備等を総合的に行う事業

都市再生総合整備事業都市再生総合整備事業
大規模工場跡地等低未利用地の有効活用等を目的とし、都市再生のトリ
ガーとなる地区への各種都市機能の集積を促進する先行的都市基盤施
設等の集中的な整備を行う事業

事例を記入

○千種二丁目地区[千種アーススクエア]（名古屋市千種区）

都市再生緊急整備地域の指定を受けた大規模工場跡地の土地利
用転換を図り、複合開発による新たな拠点形成を実現

手前：A-1街区（商業施設）
奥 ：B街区（分譲住宅）

移管公園に「ビール工場の銅釜」を
保存・活用（パーゴラとして活用）

[[土地利用計画土地利用計画]]

AA--11：商業施設：商業施設

AA--22：ｽﾎﾟｰﾂ施設：ｽﾎﾟｰﾂ施設

BB：民間分譲住宅：民間分譲住宅(225(225戸戸))

CC--1,C1,C--22：民間賃貸：民間賃貸

住宅住宅(368(368戸戸))

DD--11：起業家育成施設：起業家育成施設

DD--22：医療・高齢者施設：医療・高齢者施設
A-1街区

A-2街区

B街区

C-1街区

C-2街区
D-1街区

D-2街区

公園

[[公共施設整備公共施設整備]]

道路・公園を先行整備道路・公園を先行整備

→民間事業者を誘導→民間事業者を誘導

土地利用計画図

事例を記入
居住・スポーツ
交流・商業系用
地

ＪＲ千葉駅

ＪＲ蘇我駅

千葉市臨海部地域
（都市・居住環境整備重点地域）

街路事業(川崎町南北線)※

蘇我ｴｺﾛｼﾞｰﾊﾟｰｸ

蘇我臨海土地区画整理事業ｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ(ﾌｸﾀﾞ電子ｱﾘｰﾅ)
事業期間：H15～17年度
座席数 約18,500人
H17.10.7 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ
H17.10.16ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑ

都市公園事業
(千葉市蘇我ｽﾎﾟｰﾂ公園)

JR蘇我駅西口駅前広場整備

都市再生総合整備事業で実施している事業

他の事業で実施している事業

凡例：

高次都市施設
(立体遊歩道の整備)

蘇我特定地区

工場の除却

基本計画、整備計画の作成、コーディネートを実施

○千葉市臨海部蘇我特定地区

※一部街路事業で実施
12



４－１．都市再生事業の政策目的 ～被災市街地復興 ～

（都市再生機構法）
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別な事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し都市
開発事業等の実施を要求（第１３条）
（被災市街地復興特別措置法：都市機構の特例 第２２条）
・既成市街地の整備改善を図るための建築物の整備、管理、譲渡
・被災市町村の委託に基づく市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業の実施
・関連公共施設の実施特例

阪神淡路大震災の震災復興阪神淡路大震災の震災復興 中越地震（柏崎）の震災復興中越地震（柏崎）の震災復興

都市再生機構の復興関連事業実績

●住宅建設 賃貸用住宅：１６，９５８戸
分譲住宅：１，７５５戸
公営住宅の建設受託：１４９５戸

●市街地再開発事業 直接施行：５地区
参加組合員：９地区

●住宅市街地総合整備事業 １４地区
●土地区画整理事業 直接施行：２地区

受託施行：２地区

都市再生機構の取組
職員を現地に常駐派遣し、これま

でのノウハウを行かし、復興支援コ
ーディネート及び事業を実施

●復興公営住宅の基本・実施設計
●柏崎駅周辺活用のための計画作り
●商店街再生に向けた手法の検討
●小規模住宅改良事業等の提案【西宮北口駅北東地区震災復興

第二種市街地再開発事業】
西宮市より施行要請を受け、地区

の７割が地震にて倒壊し
た当地区において復興の
ための再開発事業を実施

【芦屋中央震災復興土地
区画整理事業】
兵庫県・芦屋市からの

施行要請を受け、芦屋市
の中核にふさわしい安全
で快適な市街地の復興
を図る
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１４

４－２．都市再生事業の政策目的 ～災害予防 ～

災害に対し脆弱な構造となっている大都市地域等の既成市街地にお
いて、防災機能の強化を図ることを目的として、地方公共団体の要請
に基づき、工場跡地等を機動的に取得するとともに、防災公園と周辺
市街地の整備改善とを一体的に実施

防災公園街区整備事業防災公園街区整備事業

防災公園整備区域
市街地整備区域

○東京都杉並区桃井三丁目

○防災公園街区整備事業の整備イメージ

密集市街地において、面的整備により密集市街地を改善するとともに、
都市計画道路の整備を行い、避難路・延焼遮断帯として機能する空間
（防災環境軸）を整備する

密集市街地における防災性の向上密集市街地における防災性の向上

整備後（H１９．３撮影）整備前（H１３．８撮影）

○都市計画道路補助２０９号線（三軒茶屋）整備

住宅市街地総合整備事業
（三軒茶屋地区）
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４－３．都市再生事業の政策目的 ～ナショナルプロジェクト ～

〔開発コンセプト〕
グローバルビジネスの戦略拠点として再構築する「大手町連鎖型都市再
生プロジェクト」

・合同庁舎の除却等の敷地の整備および譲渡、連鎖的な建替えのため
の種地の保有

・土地区画整理事業により建替希望者の土地を集約し、民間による新た
な業務施設の建築を支援

・土地区画整理事業により都市計画道路の整備を実施

大 手 町 一 丁 目 地 区大 手 町 一 丁 目 地 区

〔都市機構の役割〕

〔開発コンセプト〕
官庁施設中央合同庁舎第７号館のＰＦＩ手法による建替えと、周辺民有地
を含む街区全体を一体的に再開発

・機構は公平・中立的な立場を生かし、市街地再開発事業の個人施行
者として、円滑な事業実施のため、地権者である官民双方の権利調
整を実施するとともに、ＰＦＩ事業と市街地再開発事業との間で必要な
調整を実施

霞 が 関 Ｒ ７ プ ロ ジ ェ ク ト霞 が 関 Ｒ ７ プ ロ ジ ェ ク ト

〔都市機構の役割〕

①都市再生プロジェクト（国際金融拠点の整備） ②都市再生プロジェクト（官公庁施設のＰＦＩ事業）

□□所在地 東京都千代田区霞が関
□□地区面積 約3.06ha
□□事業期間 H16.6～H21.3
□□事業手法 市街地再開発事業等

□□所在地 東京都千代田区大手町
□□地区面積 約13.1ha

（うち機構取得面積1.3ha）
□□事業期間 H17.3～H25（事業完了予定）

□□事業手法 土地区画整理事業等

東京駅

日
比
谷
通
り

皇居

施行予定区域（13.1ha）
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③地域活性化プロジェクト（地方の顔となる拠点形成）

〔開発コンセプト〕
高次の都市機能の充実を図り、地域を牽引する地区として、土地の合
理的かつ健全な高度利用、複合交流拠点となる公益施設の整備等に
よる中心市街地の活性化

□□所在地 鹿児島県鹿屋市 北田町、大手町
□□地区面積 1.7ha
□□事業期間 H16.6～H19.3
□□事業手法 市街地再開発事業

・機構は市街地再開発事業の施行者として、再開発のノウハウを生かし、
身の丈にあった再開発の事業フレームを構築するとともに、水辺プラザ
事業等国や市の関連事業と一体的に整備

鹿 屋 市 北 田 大 手 町 地 区鹿 屋 市 北 田 大 手 町 地 区

〔都市機構の役割〕

〔開発コンセプト〕
沖縄の発展を支える複合機能を兼ね備えた新都市の形成

□□所在地 沖縄県那覇市天久
□□地区面積 約214ha
□□事業期間 H4.9～H22.3（予定）

□□事業手法 土地区画整理事業

・那覇市の米軍接収地跡地等における土地利用転換の実現

那 覇 新 都 心 地 区那 覇 新 都 心 地 区

〔都市機構の役割〕

④沖縄振興プロジェクト（米軍基地の跡地利用）

・商業・業務・行政の各種中枢機能、総合公園と一体となった文化機能、
高水準の住宅地等の複合的機能を有する魅力ある新都市の形成

４－３．都市再生事業の政策目的 ～ナショナルプロジェクト ～

整備前
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⑤拠点整備プロジェクト（交通結節点の整備）

〔開発コンセプト〕
都市再生緊急整備地域内において地域整備方針に基づき渋谷駅の機

能更新と再編、駅前広場や道路などの公共施設の再編・拡充、駅ビルの
再開発を一体的に行ない、限られた空間に多様な機能を集積し、安全で
快適な都市空間を創出

渋谷区等の要請により、以下のコーディネートを実施
・渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン検討会の事務局支援
・渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会の事務局支援

・渋谷駅街区基盤整備検討委員会の事務局支援

渋 谷 駅 前 地 区渋 谷 駅 前 地 区

〔都市機構の役割〕

４－３．都市再生事業の政策目的 ～ナショナルプロジェクト ～

出典）渋谷駅街区基盤整備検討委員会「渋谷駅街区基盤整備方針（H20.6）」より 17


